Ⅳ　「新・農地と担い手を守り活かす運動」の推進に関する申し合わせ決議
　我々農業委員会系統組織は、「かけがえのない農地と担い手を守り、力強い農業をつくる『かけ橋』」との組織理念のもとに、農業委員会法第６条に基づく農地の確保と有効利用、担い手の確保・育成を柱とする業務に取り組んでいるが、農業の担い手の減少や高齢化、遊休農地の増加等農業の構造変動に的確に対応し、農地・担い手対策を強化することが喫緊の課題となっている。
　このため、県内の農業委員一人一人が農業者の代表としての共通の自覚と誇りを持って、本年度から新たな３カ年の組織運動として「新・農地と担い手を守り活かす運動」に取り組んでおり、特に、地域の実情を踏まえ、地域の課題の解決に向けた目標を定め、さらに取り組んだ活動について検証・評価を行うことを通じ、実践活動を積極的に進めることが必要となっている。

　よって、我々は、下記の取組みについて一層の強化を図ることをここに申し合わせ、決議する。

                                    記

１　地域に根ざした農業委員の実践活動を強力に展開しよう

（１）遊休農地の発生を防止・解消し、優良農地の確保を図るとともに、担い手の確保・育成と面的利用集積を含む担い手への農地利用集積等の推進活動を強化すること。

（２）関係機関・団体との連携を密にして、農業者の意見の積み上げや農地利用現況図等を活用した集落内の話し合い活動を進め、地域及び地域農業の振興を図ること。

（３）長野県の農業者年金加入目標５８５人の早期達成を実現するため、市町村毎に設定する新規加入目標の達成に努めること。

（４）国などが進める農政改革の普及・浸透や地域における農業委員会活動の広報を図るため、組織紙等を活用した情報提供活動の取組みを強化すること。
２　行動する農業委員会としての組織・運営体制を強化しよう

（１）農業委員への女性・青年農業者、認定農業者等多様な人材による活力ある農業委員会づくりを推進すること。
（２）農業委員会の活動計画の策定と農業委員の地区担当制による世話役活動を徹底すること。

（３）農業委員自らが地域の課題解決に向け、活動の目標を定め、活動の検証・評価を通じて、実践活動を積極的に推進すること。
